
３ 労災保険 

労災保険は、労働者が業務上、あるいは通勤中に負傷したり、病気になっ

た場合、また障害が残ったり、死亡した場合に必要な給付を行い、被災労働

者に対する補償を確実にする「事業主のための保険」です。保険料は事業主

が全額負担します。このほか、業務災害の予防事業、被災労働者やその家

族の福祉などを図る労働福祉事業を行っています。 

 

（１）適用事業所・適用労働者 

原則として、一人でも労働者を使用するすべての事業所に適用され、そ

こに働く人は、常用、臨時、パートタイム労働者などの雇用形態に関係なく

すべて適用労働者になります。また、一人親方やその他自営業者などが

加入できる特別加入制度※もあります。 

労働災害を受けたのに、使用者が労災保険の手続をしてくれないときに

は、労働基準監督署に申し出ることができます。 

※ 自転車を使用して貨物運送事業を行う者、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう

師など特別加入できる対象が広がっています。 

 

（２）給付の種類（※業務災害の場合に、（補償）の文言が給付名に加わります。） 

ア 療養（補償）給付－負傷したとき、病気になったとき（無料） 

イ 休業（補償）給付－療養のため休業し、賃金が受けられないとき 

４日目以降給付基礎日額の６０％（※） 

 業務災害の場合、休業の初日から３日間

（待期期間）は、使用者が休業補償を行いま

す。 

ウ 障害（補償）給付－障害が残ったとき（障害年金、障害一時金） 

エ 遺族（補償）給付－死亡したとき（遺族年金、遺族一時金） 

オ 介護（補償）給付－上記の障害給付又は傷病年金を受給し、介 

護を受けるとき（身体障害療護施設等に入所

している場合は支給されません） 

カ 葬祭料（葬祭給付） －葬祭を行うとき 

キ 傷病（補償）年金－療養を始めてから、１年６か月を経過しても治

らないとき（傷病等級第１級～第３級） 
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※ イ 休業（補償）給付には、休業特別支給金（給付基礎日額の２０％）が

付加して支給されます。 

※ ウ 障害（補償）給付、エ遺族（補償）給付、キ傷病（補償）給付にも支給

要件に応じて特別支給金（障害特別支給金、遺族特別支給金、傷病

特別支給金等）が付加して支給されます。 

 

（３）消滅時効 

給付の種類によって、請求権が時効により消滅する期間は次のように

なります。 

・２年  療養（補償）給付、休業（補償）給付、介護（補償）給付、 

葬祭料（葬祭給付） 

・５年  障害（補償）給付、遺族（補償）給付 

★★問い合わせ先★★ 

管轄の労働基準監督署（Ｐ１２４参照） 

 

４ 健康保険 

健康保険は、労働者（被保険者）やその家族（被扶養者）が仕事や通勤以

外で病気、ケガ、死亡をした場合や、出産をした場合に、必要な医療給付や

手当金などを支給し、労働者やその家族の生活の安定を図る制度です。 

（１）適用事業所 

 ア 強制適用事業所       （○強制適用 ×任意適用） 

規模 ５人以上 ５人未満 

経 営 形 態 法人経営 個人経営 法人経営 個人経営 

適 用 業 種 ○ ○ ○ × 

非適用業種 ○ × ○ × 

  
   ※ 個人経営の農林水産業及び旅館・飲食店・クリーニング・理容等のサービス

業以外はほとんど適用業種です。 
 
 イ 任意適用事業所 

強制適用事業所以外の事業所であっても、従業員の半数以上が同

意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けると適用事業所と

なります。 
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